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ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく暫定検証結果（ブロードバンド普及促進に係る

取組状況等に関する検証）（案）に対する意見及びそれに対する考え方 

 

１．「２ 今回の検証プロセス」に対する意見 

 

意   見 考 え 方 
意見１－１ 「これまでの取組みが十分であったかどうか」また「将来的に成果が見込めるかど

うか」、「施策としての新たな対応が必要かどうか」などが明確になる検証内容としていただく

ことが必要。 

考え方１－１ 

■ ①ブロードバンド普及状況、②関係主体の取組み共に暫定的な検証とはいえ、データの整

理、政策インデックスに留まっているため、ブロードバンド普及促進の目的にそって、「これま

での取組みが十分であったかどうか」また「将来的に成果が見込めるかどうか」、「施策とし

ての新たな対応が必要かどうか」などが明確になる検証内容としていただくことが必要と考

えます。 

（イー・アクセス） 

■ 本制度は、ブロードバンド普及促進のための「基本方針」（以下

「基本方針」という。）及び「ブロードバンド普及促進のための環境整

備の在り方」についての情報通信審議会答申（平成２３年１２月２０

日）（以下「ブロードバンド答申」という。）を踏まえ、制度整備の実施

後３年を目途に行う包括的な検証に資するため、毎年度の継続的

なチェックを行う仕組みとして創設するものである。 

２０１４年度の本制度に基づく検証に併せて実施する包括的検証

に当たっては、御指摘のような点についての分析を行うことが必要

となることが考えられるが、この点を念頭に置きつつ本制度の運用

を行っていく予定である。 

意見１－２ 単なるデータの羅列や表面的な評価ではなく、本質的な評価を行うとともに追加的

施策の提案までをプロセスに組み込むことが必要。また、分析の結果、関係者において必要

とされる措置についてもあらかじめ明確にしておくことが重要。 

考え方１－２ 

■ 本制度のガイドライン（案）に示されているように、本検証の目的が「ブロードバンド普及促

進に向けた方策の有効性について確認」することであることを踏まえれば、当該ガイドライ

ン（案）への意見箇所で述べたとおり、ブロードバンドの普及状況や関係主体の取組状況の

検証に係る定性的事柄や定量的データの羅列、表面的評価では意味がありません。しかし

ながら、本暫定検証結果案の項目「3 検証結果」の内容を見ても、ほとんどの項目が単なる

数値・事象の羅列に留まっており、今回の検証プロセスが事象に対する要因分析や対策の

提言等、有効な検証結果を導出可能なレベルには至っていないことが推測されます。 

従って、上記ガイドライン（案）への意見箇所で前述したとおり、得られた事実や数値的事

象の要因や背景等を分析することにより、現状の取組等、実情に対する本質的評価を行うと

■ 考え方１－１のとおり。 
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ともに、仮に各種取組に不足が見出される場合には、追加的施策の提案までをプロセスに

組み込むことが必要です。また、その意味では、関係者において、十分な検討・議論のプロ

セスを経た上で、各検証項目に対する年次毎の実施目標や期待する効果、また分析の結

果、得られた内容が目標に比して不足とみなされる場合に必要な措置についてもあらかじめ

可能な限り明確にしておくことが重要です。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 
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２．「３ 検証結果」に対する意見 

（１）ブロードバンド普及状況に関する検証 

意   見 考 え 方 
意見２－１ 基盤整備率・利用率、市場環境の分析に当たっては、固定とモバイルのブロード

バンド化や技術・プレイヤーの多様化等の市場環境の変化を踏まえて分析すべき。また、利

用者料金の検証にあたっては、ユーザが負担する金額をトータルで把握するとともに、禁止

行為規制の利用者利便性への影響についても分析すべき。 

考え方２－１ 

■ 暫定検証結果（案）では、ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関して、ブロードバ

ンド基盤の整備率や利用率等の状況が整理されていますが、普及促進対象を固定は世帯、

モバイルは個人として両者を二分した上で、超高速ブロードバンドサービスは下り３０Ｍｂｐｓ

以上のサービスに限定し、スマートフォンでも広く利用されている３．５世代携帯電話は除外

されています。その結果、超高速ブロードバンドサービスでは、整備率・利用率ともに固定の

み（ＦＴＴＨ、下り３０Ｍｂｐｓ以上のＣＡＴＶインターネット及びＦＷＡ）の実績が示されており、実

質的に固定ブロードバンドの普及促進状況を検証するものとなっています。 

一方で、先般（2012 年 2 月 3 日）、総務省から「『電気通信事業分野における競争状況の

評価に関する基本方針（案）』及び『実施細目２０１１（案）』に対して寄せられた意見及び総務

省の考え方」が公表されましたが、当社が提出した意見に対して、「『光の道』構想について

は、ご指摘いただくまでもなく、ＦＴＴＨのみならず無線等も含めて、当省において推進してい

るところ」であるとの考え方が示されております。 

情報通信市場では、固定だけではなくモバイルがブロードバンド化しており、さらに、ここ１、

２年でのスマートフォン・タブレットＰＣの普及、それを踏まえたモバイル系アプリケーションサ

ービスの多様化と普及により、ユーザは固定ブロードバンドよりモバイルブロードバンドをよ

り多く選好（需要がシフト）しています（固定０．３億ユーザ、モバイル１．２億ユーザ）。すなわ

ち、パソコンではなくスマートフォン等の端末でインターネット上のコンテンツ・アプリケーショ

ンサービスを利用することが増加しており、最も主流な利用形態となってきているのが実態

です。 

 

このようなユーザの利用実態を踏まえれば、「光の道」構想について、ブロードバンドの普

及拡大をＦＴＴＨのみならず無線等も含めて推進していくことは当然であり、むしろモバイルを

中心としてブロードバンドの普及拡大を図っていくべきであると考えます。 

なお、諸外国のブロードバンド政策においては、固定ブロードバンドよりもむしろモバイルブ

ロードバンドへの周波数の割当拡大とモバイルインターネットの活用・普及が政策課題の大

■ 本検証においては、固定系ブロードバンドサービスのみならず、移

動系ブロードバンドサービスについても対象として検証を行ってい

る。 

 

■ 本検証においては、「関係主体の取組に関する検証」として、未整

備地域における基盤の整備に関する取組や公正競争環境の整備

に関する取組に加え、ＩＣＴ利活用の促進に関する取組の項目につ

いても整理している。 

 

■ 本制度の運用に関するガイドラインにおいて、関係主体の取組に

ついて把握・整理する際、ネットワーク・プラットフォーム・端末の各

レイヤー間の関係についても着目しつつ検証を行うとしていることを

踏まえ、平成２３年度の競争評価において、移動系のデータ通信を

新たに分析・評価の対象として作業を進めていく際に、上位・下位レ

イヤーの動向を補完的に勘案することについて記載している。 

 

■ 様々な情報通信サービスとプレイヤーの全体を見て分析・評価す

べきとの御意見については、本制度は電気通信市場における公正

競争の確保等を通じてブロードバンドの普及を促進する観点から検

証を行うものであり、あくまでも電気通信事業者を対象として契約

数・市場シェア・市場集中度や料金について定点観測することが適

当である。 

 

■ 累次の公正競争要件や禁止行為規制については、２０１４年度の

本制度に基づく検証に併せて実施する包括的な検証に当たって
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きな柱となっています。 

また、ブロードバンドの普及拡大を図っていくにあたっては、全世帯へのＦＴＴＨの普及拡大

だけを目標とすることは市場の動きと整合していません。しかしながら、現在、スマートフォン

等の利用拡大により急増するトラヒックへの対応として、通信キャリアが対策を講じることは

もとより、既に概ね２世帯に１世帯が利用するまでに普及しているＦＴＴＨ等の固定ブロードバ

ンドの環境を活かし、ユーザが自らのニーズに合わせてモバイルと固定のベストミックスを図

ることにより、また、行政・医療・教育等の分野でのＩＣＴ利活用の促進により、ブロードバンド

の普及拡大が進展していくことが望ましいと考えます。 

したがって、ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証にあたっては、以下

の点を考慮すべきであると考えます。 

 
＜整備率・整備率、契約数、市場シェア、市場集中度＞ 

超高速ブロードバンドサービスは、モバイルの場合、最大通信速度が下り３０Ｍｂｐｓ以上

のサービスに限定することは合理的ではなく、現在、スマートフォン等の端末でも広く利用さ

れている３．５世代携帯電話も含めて評価すべきです。 

（実際には最大速度で通信が行われることはないため、ユーザは体感する実効の通信速

度によってブロードバンドサービスを選択利用していますが、現にユーザは、普及拡大して

いるスマートフォン等の端末で、３．９世代携帯電話ではなく、３．５世代携帯電話でも、特段

問題なくパソコン向けウェブサイトや動画コンテンツ等を見ています。） 

また、市場シェアや市場集中度については、前述の通り、固定とモバイルのブロードバン

ド化やプレイヤーの多様化等により、レイヤを跨った競争が進展しているため、電気通信キ

ャリアが提供するブロードバンドサービスだけを取り上げて、ＦＴＴＨやＡＤＳＬ等のサービス

別に評価するのではなく、ブロードバンドを活用した様々な情報通信サービスとプレイヤー

の全体を見て、実質的に競争が制限されているか等について分析・評価すべきです。 

（ＣＡＴＶも、地上デジタル放送の再送信への対応等のため、同軸やＨＦＣからＦＴＴＢ等へ

設備構成を変化させていることから、光ファイバという物理媒体に着目すれば、ＦＴＴＨと切り

分けて考える必要はありません。なお、ＫＤＤＩ殿は、光サービスを自前設備及びＮＴＴ東西の

設備利用で推進されるとともに、ＣＡＴＶ事業を展開しています。） 

なお、あわせて、インターネットとブロードバンドの普及に伴うコンテンツ・アプリケーション

サービスプロバイダの拡大といった技術や市場の構造変化を踏まえて、従前からの規制・

政策がユーザの利便性や事業の効率性の向上を損なっていないか等についても分析・評

価すべきです。 

（例：電気通信キャリアによる電話サービスが主だった時代に導入された累次の公正競

争条件や業務範囲規制 等） 

 

は、御指摘のような利用者利便や事業の効率性等を踏まえた分析

を行うことが必要となることが考えられるが、この点を念頭に置きつ

つ本制度の運用を行っていく予定である。 

 

■ コンテンツ・アプリケーションや端末等も含めたユーザーの負担金

額に関する分析・評価については、本制度は電気通信市場におけ

る公正競争の確保等を通じてブロードバンドの普及を促進する観点

から検証を行うものであり、あくまでも電気通信事業者の提供する

サービスに係る料金について定点観測することが適当である。 
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＜利用者料金＞ 

利用者料金については、先述の通り、固定とモバイルのブロードバンド化やプレイヤーの

多様化等により、レイヤを跨った競争が進展しているため、電気通信キャリアが提供するブ

ロードバンドサービスだけを取り上げて、ＦＴＴＨやＡＤＳＬ等のサービス別に評価するのでは

なく、ＩＳＰやコンテンツ・アプリケーションサービスの利用料、端末等の価格等、情報通信市

場全体を見て、ユーザが負担する金額をトータルで把握し、その内訳等について分析・評価

すべきです。 

また、禁止行為規制が適用されていないＫＤＤＩ殿が特定の固定通信事業者のサービスと

自社の携帯電話サービスを組み合わせたセット割引を提供しています。しかしながら、ＮＴＴ

ドコモやＮＴＴ東西は、現在、禁止行為規制の適用対象となっているため、「差別的取扱いの

禁止」の規制により、ある特定の電気通信キャリアと提携して、柔軟にサービスを展開する

ことができず、利用者利便が損なわれている恐れがあることについて、分析・評価すべきで

す。 

（なお、ＮＴＴ東西は、インターネット未利用や低利用ユーザ向けに、二段階定額制の「フレ

ッツ光ライト」や複数年の継続利用を前提とした割引サービスを提供し、ＮＴＴ東日本では、

料金支払いにも充当可能なポイントプログラムの導入やＭＶＮＯ等と連携して「フレッツ光」と

モバイルデータ通信のセット販売を行う等、料金の低廉化、メニューの多様化による利用し

やすい料金の充実を図っています。 

また、ＮＴＴドコモは、ＬＴＥサービス「Xi（クロッシィ）」の普及促進によるブロードバンド利用

環境の充実やXi対応のスマートフォンを中心とした更なる端末ラインナップの充実、「ｄメニュ

ー」や「ｄマーケット」などユーザデバイスの多様化に対応したサービスの拡充やプラットフォ

ーム機能の充実等を図っています。また、料金については、直近では、入学、卒業の時期を

捉えた学生の早期囲い込み策としての「応援学割２０１２」、Xiへの移行を促進する「Xiスター

トキャンペーン２」、ユーザの端末複数台利用を促進する「Xi2割」等、ユーザに使いやすい

様々な料金メニューを提供しています。） 

 

（別添資料参照） 
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（ＮＴＴ持株） 

意見２－２ 政府や通信事業者だけでなく、端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイ

ダ、ＩＳＰ等にまで対象を広げて検証を行うことが必要。 

考え方２－２ 

■ ・関係主体の取組みに関する検証にあたっては、通信事業者だけや政府による取組みの

みを取り上げるのではなく、端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、ＩＳＰ等がそ

れぞれどのような役割を果たし利活用促進に貢献したのかについて検証を行う必要がある

と考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

■ 本検証において、「ＩＣＴ利活用の促進に関する取組」の検証につ

いては、本検証結果（案）に示しているとおり、直近１年間の法令改

正や法令に基づく認可、主要な政策決定・検討等の政府の取組や、

これら政府の取組に関連する地方公共団体・電気通信事業者等の

取組等のうち、検証の趣旨に照らして重要と考えられるものについ

て整理を行ったものである。 

また、本制度の運用に関するガイドラインにおいて、関係主体の

取組について把握・整理する際、ネットワーク・プラットフォーム・端

末の各レイヤー間の関係についても着目しつつ検証を行うとしてい

ることを踏まえ、平成２３年度の競争評価において、移動系のデータ

通信を新たに分析・評価の対象として作業を進めていく際に、上位・

下位レイヤーの動向を補完的に勘案することについて記載してい

る。 

意見２－３ モバイルブロードバンドを含めたブロードバンド市場全体としての評価を行うべき。

事業者間取引の調査は不要。また、公共分野をはじめとする全ての分野において定量的な

考え方２－３ 
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目標を定め、その目標に対する達成率を測るとともに、それらがどのように進展したか包括

的に分析・検証することが必要。 

■ ・前述のとおり、情報通信市場においては、モバイル化、ブロードバンド化が大きく進展して

おり、ＷｉＭＡＸやＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォンの爆発的な普及拡大に伴い、

モバイルにおいても超高速ブロードバンド化が急速に進展しており、また、ＫＤＤＩ殿をはじめ

として、モバイルと固定ブロードバンドサービスのセットによる割引が展開されております。 

・このように、市場環境・競争環境は大きく変化し、固定市場とモバイル市場の垣根がなくな

ってきていることから、ＦＴＴＨ市場に限定して各種検証を行うのではなく、モバイルブロード

バンドを含めたブロードバンド市場全体としての評価を行うべきであると考えます。 

・なお、「戦略的評価として、ＦＴＴＨ市場における事業者間取引の調査を行っている」とあり

ますが、当社の光ファイバの場合、線路敷設基盤がオープン化され、光ファイバ接続料も低

廉化されていることで、事業者がＦＴＴＨを利用しやすい環境は整っていることから、事業者

間取引の調査は不要と考えます。 

・ブロードバンドを普及促進していくためには、通信事業者だけでなく、政府、アプリケーショ

ン・コンテンツプロバイダ、ＩＳＰ、端末メーカといったプレイヤーが各々の役割を果たし、ＩＣＴ

利活用促進に貢献していくことが重要であり、とりわけ諸外国と比べ遅れていると言われて

いる、医療・教育・行政等の公共の分野での利活用促進が重要であると考えます。 

・なお、本暫定検証結果（案）において、公共分野における政府によるＩＣＴ利活用促進につ

いての取り組みが記載されておりますが、いずれも対象を限定した取組みであるなど、部分

的な施策に過ぎません。 

また、こうした政府の取り組みを列挙するような定性的な検証を行っても、これによってど

れだけブロードバンドの普及促進が図れているのか否かの成果がわからないことから、公共

分野をはじめとする全ての分野において、お客様の利便性の向上やＩＣＴ利活用の進展につ

いて、定量的な目標を定め、その目標に対する達成率を測るとともに、それらがどのように

進展したか包括的に分析・検証する必要があると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

■ 本検証においては、ＦＴＴＨのみならず、他の固定系ブロードバンド

サービスや、移動系ブロードバンドサービスについても対象として検

証を行っている。 

ただし、固定・移動を一つの市場として捉えた検証を行うことにつ

いては、競争評価においても、将来的な検討の必要性は指摘しつ

つ、現在はサービス市場について固定・移動を区別した市場画定を

行っているところであり、現時点においては別の市場として捉えるこ

とが適当である。 

 

■ 事業者間取引については、平成２３年度の競争評価において、事

業者間取引自体を市場として捉えるのではなく、小売市場としてのＦ

ＴＴＨ市場の分析に当たっての勘案要素として実施することとしてい

るものであるが、当該取引の状況は、本検証の趣旨に照らして重要

と考えられるため、現時点で取りまとめたＮＴＴ東西による加入光フ

ァイバ回線の貸出回線数（相互接続）の状況について、本検証結果

に記載することとする。 

 

■ 利活用の取組については、御指摘のとおり、ブロードバンドの普及

促進のために重要であることから、本検証においては、医療・教育・

行政等の分野におけるＩＣＴ利活用の促進に関する取組について整

理している。 

ただし、ＩＣＴ利活用の促進に関する取組を含む関係主体の取組

に関する検証については、あくまでもブロードバンド基盤の整備率

及び利用率への影響という観点を重視しつつ、本制度の趣旨に照

らして重要と考えられるものについて整理を行うことが適当である。 

意見２－４ 本質的評価を導出可能なレベルまで分析の深度を深め、検証結果に反映させると

ともに、取組に不足が見出される場合には、追加的施策の提案までをプロセスに組み込むこ

とが必要。また、具体的な指標の中身や採り方についても追加、見直しをすべき。 

考え方２－４ 

■ 本暫定検証結果（案）の内容は、基盤整備率、基盤利用率、契約数、利用料金、接続料等

の各種定量的指標と非常に簡易な状況分析に留まっています。従って、前述のとおり、客観

的事実等に対する要因分析や課題の整理等、本質的評価を導出可能なレベルまで分析の

深度を深め、検証結果に反映させるとともに、分析の結果、仮に各種取組に不足が見出され

る場合には、追加的施策の提案までをプロセスに組み込むことが必要です。 

■ 分析の深度を深めるべき等の御意見については、考え方１－１の

とおり。 

 

■ ＦＴＴＨ市場における事業者間取引については、平成２３年度の競

争評価において、事業者間取引自体を市場として捉えるのではな



 

23 

また、本制度のガイドライン（案）に対する弊社共意見書でも述べたとおり、市場における

競争の進展度合いを測るための指標を充実化すべきであることから、以下の項目を具体的

指標として評価すべきです。 

・ FTTH 市場の事業者間取引市場における競争状況 

- 光ファイバ回線の設備ベースシェアと FTTH 小売サービスシェア 

（ADSL 市場における同種シェアとの比較含む） 

- 光ファイバ回線における自己調達と他者調達の割合 

（ADSL 市場との比較含む） 

・ NTT-NGN におけるオープン化の度合い 

（PSTN との比較含む） 

- アンバンドルメニューの内容（1 ユーザ単位の接続メニュー有無等） 

- アンバンドルメニューの数 

- 接続料水準 

加えて、本暫定検証結果案で示された個別の指標の採り方については、以下の点を追加

的に考慮頂くことを要望します。 

・ 分析の精度を高めるため、市場シェア等各種指標について、過去 5 年程度の期間で

定点観測すること 

・ 加入者回線のシェアについて、契約数に基づく市場シェアと同様に事業者や回線種

別（光ファイバ回線、メタル回線等）の内訳を示すこと 

・ FTTH の利用者料金について、戸建て向けと集合住宅向けで大きな格差がある現状

を踏まえ、その分析は集合住宅のみならず戸建て住宅もあわせて行うこと 

・ 都道府県単位のブロードバンド普及等の検証について、地域毎に競争促進の効果と

の相関を分析すること。特に、2012 年 3 月 6 日に「情報通信行政・郵政行政審議会

接続委員会」の「とりまとめの方向性（案）」において、競争促進策の導入が『「非競争

地域」に限った適用とすることが適当である』とされた点の妥当性について検証を行う

こと 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

く、小売市場としてのＦＴＴＨ市場の分析に当たっての勘案要素とし

て実施することとしているものであるが、当該取引の状況は、本検

証の趣旨に照らして重要と考えられるため、現時点で取りまとめた

ＮＴＴ東西による加入光ファイバ回線の貸出回線数（相互接続）の状

況について、本検証結果に記載することとする。 

 

■ ＮＴＴ東西のＮＧＮのオープン化の状況については、ブロードバンド

答申を受けて、総務省よりＮＴＴ東西に対して報告等を求める指導を

本年２月に行っているところであり、まずは当該報告等に基づきそ

の対応状況等を確認することが適当であるが、必要に応じ、「関係

主体の取組に関する検証」において取り上げることが考えられる。 

 

■ 個別の指標等に関する御意見については、次のとおりである。 

① 市場シェア等の各種指標については、本制度が制度整備の実

施後３年を目途に行う包括的な検証に資するため、毎年度の継

続的なチェックを行う仕組みとして創設するものであるであること

を踏まえ、本制度の運用開始以降の推移を定点観測することが

適当であるが、参考値として平成２１年度末等の数値も記載して

いるものである。 

② 加入者回線数のシェアについては、光ファイバ回線及び全回線

のシェアについて記載しているところであるが、平成２３年３月末

時点において、ＮＴＴ東西のシェアがそれぞれ７７．２％、８６．３％

と高い水準で推移していることを踏まえると、本検証の趣旨に照

らせば、現時点において他の事業者の数値を記載する意義は必

ずしも高くないものと考える。 

③ ＦＴＴＨの利用者料金については、集合住宅向けのみならず、戸

建て向けのサービスに係る料金も記載しているところである。 

④ 都道府県単位のブロードバンド普及等の検証については、ＦＴＴ

Ｈ市場に関し、平成２３年度の競争評価において、都道府県別の

データ等を可能な限り把握すべく調査を行っているところであり、

本制度に基づく検証においても、その結果を活用する予定であ

る。 

 

（１）ブロードバンド普及状況に関する検証  ア ブロードバンド基盤の整備率及び利用率に関する検証 
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意   見 考 え 方 
意見２－５  「基盤利用率」、「市場シェア」、「市場集中度」の定点観測にあたっては、固定系

からモバイル系への移行状況を観測するなど、モバイル系を含めたブロードバンド市場全体

で総合的に評価すべき。「市場シェア」、「市場集中度」については、モバイル事業者を有する

「企業グループ」の総合的な市場支配力に着目した包括的な観測を行うべき。 

考え方２－５ 

■ ブロードバンド市場においては、モバイルサービスの高速化が進み、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインタ

ーネットといった固定系だけでなく、３．９世代携帯電話やＷｉＭＡＸを含めた熾烈な競争が展

開されています。 

当該市場の競争環境を検証するにあたり、モバイルサービスの高速化による影響は無視

できないことから、「基盤利用率」、「市場シェア」、「市場集中度」の定点観測にあたっては、

固定系／モバイル系といった個別の検証に留まらず、固定系からモバイル系への移行状況

を観測するなど、モバイル系を含めたブロードバンド市場全体で総合的に評価すべきと考え

ます。 

さらに、資本関係のあるモバイル事業者を有する「企業グループ」は、国の有限希少な電波

を利用するという点において設備のボトルネック性が存在し、顧客規模が固定通信の各市

場を凌ぐ規模に成長しているモバイル事業の顧客基盤やブランド力をもとに、固定通信をは

じめ情報通信市場全体に、市場支配力を拡大しつつあります。そのため、特に「市場シェ

ア」、「市場集中度」については、モバイル事業者を有する「企業グループ」の総合的な市場

支配力に着目した包括的な観測を行うべきと考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

■ 本検証においては、固定系ブロードバンドサービスのみならず、移

動系ブロードバンドサービスについても検証を行っている。今後、両

者の関係についても、可能な限り把握していく予定である。 

 

■ 総合的な市場支配力に着目した検証については、本制度の運用

に関するガイドラインに示しているとおり、２０１４年度の本制度に基

づく検証に併せて実施する包括的な検証の結果、仮に既存の市場

構造や考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じている

と認められるような場合には、本制度により得られた知見等を活用

しつつ、競争ルール全体の枠組みの見直し等について検討を行うこ

ととしており、その際には、同一グループに属する事業者間連携等

の市場動向の変化に留意することが考えられる。 

意見２－６ 「基盤利用率」は、固定系・移動系を大括りに捉えた把握・分析を行うことが必要。

また、移動系の「基盤利用率」は、３．５Ｇを含めた把握・分析が必要。 

考え方２－６  

■ ・スマートフォンなど高機能端末の登場以降、ユーザはより利便性の高い端末を選択する

一方、ネットワークについては、３．５ＧやＷｉＭＡＸ、固定ブロードバンドと連携したＷｉＦｉ通信

を利用シーンに応じて自由に選択するなど、通信手段にとらわれない使い方が既に広がっ

ています。 

・こうした状況を踏まえれば、固定系と移動系を別市場として分析・評価するのではなく、両

者を大括りに捉えた普及状況の検証が必要であると考えます。 

・したがって、「暫定検証結果案」における具体的検証において、「基盤利用率」は、固定系

と移動系を区分して把握・分析されていますが、ユーザの利用実態を正確に反映した検証を

実施するためには、固定系・移動系を大括りに捉えた把握・分析を行う必要があると考えま

す。 

・また、同検証結果案において、移動系の「基盤利用率」の把握・分析ではモバイルＷｉＭＡ

ＸやＬＴＥなど超高速ブロードバンドのみが対象となっていますが、多くのユーザが３．５Ｇで

インターネットを既に利用している現状を踏まえれば、３．５Ｇを含めた把握・分析が必要であ

■ 固定・移動を一つの市場として捉えた検証を行うことについては、

競争評価においても、将来的な検討の必要性は指摘しつつ、現在

はサービス市場について固定・移動を区別した市場画定を行ってい

るところであり、現時点においては別の市場として捉えることが適当

である。 

また、基盤利用率については、契約と地理的区域が必ずしも直結

しない移動系ブロードバンドは、事業者において都道府県ごとの契

約数の把握が困難であることからも、固定系ブロードバンドと分けて

記載することが適当である。 

 

■ ３．５世代携帯電話サービスも含めた評価については、本制度に

おいては、同サービスを含めたブロードバンドの普及状況を検証す

ることが適当である。 
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ると考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

ただし、基盤利用率等、同サービスの契約数に基づく数値を算出

することについては、事業者より同サービスのみの正確な契約数を

集計することは困難である等の意見がある中で、同サービスの普

及状況を踏まえると、携帯電話サービス全般に係る数値とは別個に

当該数値を算出する意義は必ずしも高くないものと考える。 

意見２－７ 事業者ごとの基盤整備率を把握することが必要。また、基盤利用率については、

３．５Ｇ携帯電話を含めたモバイルブロードバンドと固定ブロードバンドを１つの市場として捉

えることが実態を踏まえた見方であることを踏まえ、適正な基盤利用率を検証できる方法を

検討すべき。 

考え方２－７ 

■ ・ブロードバンド普及状況に関する検証に当たっては、それぞれ参入・普及が進んでいる、

あるいは進んでいない要因について、競争環境の整備という視点だけでなく、各事業者の事

業戦略や参入意欲の問題まで含め多角的に分析する必要があると考えます。 

・このためには、事業者毎の基盤整備率を把握し、どの事業者がどの地域にどの程度の基

盤整備を行っているかを明確にした上で、基盤整備率に事業者間で差がある場合にはその

差が生じている理由についても明らかにしていく必要があると考えます。 

・また、基盤利用率については、固定系ブロードバンドと移動系ブロードバンドが別々に検

証されておりますが、モバイルではすでに固定に比べて４倍ものユーザが既にインターネット

へアクセスできる環境にあり、さらに、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォン

の爆発的な普及拡大に伴い、モバイルにおいても超高速ブロードバンド化が急速に進展し

ていることに加え、ＫＤＤＩ殿をはじめとして、モバイルと固定ブロードバンドサービスのセット

による割引が展開されていることを鑑みれば、モバイルと固定を１つの市場として捉えること

が実態を踏まえた見方であると考えます。 

・この点、暫定検証結果（案）では、ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関して、ブ

ロードバンド基盤の整備率や利用率等の状況が整理されていますが、普及促進対象を固定

は世帯、移動は個人として両者を二分した上で、超高速ブロードバンドサービスは下り３０Ｍ

ｂｐｓ以上のサービスに限定し、スマートフォンでも広く利用されている３．５世代携帯電話は

除外して整備率や利用率が整理されています。その結果、超高速ブロードバンドサービスで

は、整備率・利用率ともに固定のみ（ＦＴＴＨ、下り３０Ｍｂｐｓ以上のＣＡＴＶインターネット及び

ＦＷＡ）の実績が示されており、実質的に固定ブロードバンドの普及促進状況を検証するもの

となっています。 

・しかしながら、前述のとおり、モバイルと固定を区分して検証することは、市場実態にそぐ

わないことから、基盤利用率の検証にあたっては、移動系ブロードバンドを含めたブロードバ

ンド市場全体を対象とし、固定系ブロードバンドと移動系ブロードバンドの両方を利用するユ

ーザもいれば、どちらか一方のみを利用するユーザもいることを踏まえたうえで、適正な基

盤利用率を検証できる方法を検討していただきたいと考えます。 

■ 各事業者の事業戦略や参入意欲については、公正な競争環境が

確保されているか等の市場の状況にも影響を受け得るものである

ことから、本制度に基づく検証においては、まずは当該市場の状況

を客観的に検証することが適当である。 

 

■ モバイルと固定を一つの市場として捉えること及び３．５世代携帯

電話サービスを含めた評価については、考え方２－６のとおり。 



 

26 

その際、現にユーザは、普及拡大しているスマートフォン等の端末で、ＬＴＥ（３．９Ｇ携帯

電話）ではなく、３．５Ｇ携帯電話でも、特段問題なくパソコン向けウェブサイトや動画コンテン

ツ等を見ることができることから、３．５Ｇ携帯電話も含めて検証すべきと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

意見２－８ ブロードバンド基盤の利用については、「不十分な状況」とする結論が適切。「基盤

利用率」の基準値等を設定して分析を行い、次年度以降における利用率向上の施策に繋げ

ることが必要。また、継続的な改善が図られるようなＰＤＣＡサイクルの仕組みが必要。 

考え方２－８ 

■ 固定系ブロードバンドサービスの結果として、「ブロードバンド基盤の利用が進んでいる。」

と評価されていますが、平成２２年度末では４０．７％でしかなく、客観的にみても「不十分な

状況」とする結論が適切と考えます。 

「基盤整備率」「基盤利用率」の検証にあたっては、より明確かつダイレクトにブロードバンド

の普及促進に資するような検証プロセスとすることが必要と考えます。そのためには、ブロ

ードバンドの普及実態を数値で把握するだけでなく、「基盤利用率」の基準値等を設定するこ

とで、ブロードバンド普及の達成度合い、未達成の場合の要因や課題を明確化して、次年度

以降における利用率向上の施策に繋げることが必要と考えます。 

また、検証結果により、継続的な改善が図られるようなＰＤＣＡサイクルの仕組みが必要で

あると考えます。 

（イー・アクセス） 

■ 本検証結果（案）において、固定系ブロードバンドサービス及び固

定系超高速ブロードバンドサービスについて、「ブロードバンド基盤

の利用が進んでいる」としているのは、これらサービスの基盤利用

率が平成２１年度末から平成２２年度末にかけて向上していること

を踏まえたものである。 

 

■ 本制度は、「基本方針」及びブロードバンド答申を踏まえ、制度整

備の実施後３年を目途に行う包括的な検証に資するため、毎年度

の継続的なチェックを行う仕組みとして創設するものであり、当該包

括的な検証においては、２０１５年頃を目途に全世帯でのブロードバ

ンドの利用という目標に照らした基盤整備率及び基盤利用率の達

成度合いについての検証を行うことが考えられる。 

このような毎年度の継続的なチェックとしての本制度の位置付け

を踏まえつつ、本制度の運用に関するガイドラインに示しているとお

り、「ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証」の結

果、包括的検証の結果を待つことなく速やかに対応すべき課題が

あると認められる場合、総務省は、必要に応じて情報通信審議会に

おける審議も活用しつつ、更なるブロードバンド普及促進に向けた

方策の在り方等について検討するものである。 

 

（１）ブロードバンド普及状況に関する検証  イ ブロードバンド市場環境に関する検証 

意   見 考 え 方 
意見２－９ 「基盤利用率」、「市場シェア」、「市場集中度」の定点観測にあたっては、固定系か

らモバイル系への移行状況を観測するなど、モバイル系を含めたブロードバンド市場全体で

総合的に評価すべき。「市場シェア」、「市場集中度」については、モバイル事業者を有する

「企業グループ」の総合的な市場支配力に着目した包括的な観測を行うべき。 

考え方２－９ 

■ ブロードバンド市場においては、モバイルサービスの高速化が進み、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインタ ■ 考え方２－５のとおり。 
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ーネットといった固定系だけでなく、３．９世代携帯電話やＷｉＭＡＸを含めた熾烈な競争が展

開されています。 

当該市場の競争環境を検証するにあたり、モバイルサービスの高速化による影響は無視

できないことから、「基盤利用率」、「市場シェア」、「市場集中度」の定点観測にあたっては、

固定系／モバイル系といった個別の検証に留まらず、固定系からモバイル系への移行状況

を観測するなど、モバイル系を含めたブロードバンド市場全体で総合的に評価すべきと考え

ます。 

さらに、資本関係のあるモバイル事業者を有する「企業グループ」は、国の有限希少な電波

を利用するという点において設備のボトルネック性が存在し、顧客規模が固定通信の各市

場を凌ぐ規模に成長しているモバイル事業の顧客基盤やブランド力をもとに、固定通信をは

じめ情報通信市場全体に、市場支配力を拡大しつつあります。そのため、特に「市場シェ

ア」、「市場集中度」については、モバイル事業者を有する「企業グループ」の総合的な市場

支配力に着目した包括的な観測を行うべきと考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

意見２－１０ 固定系ブロードバンド及び移動系ブロードバンドを大括りに捉えた検証が必要。

また、都道府県ごとのブロードバンド市場の競争状況について把握・分析した上で、参入の

有無についても各事業者の事業戦略や参入意欲の問題まで含めて多角的に分析すべき。 

考え方２－１０ 

■ ・ブロードバンド市場環境の検証においては、ユーザの視点や事業者の競争戦略の観点

から実態に即して行うことが必要と考えます。 

・したがって、ユーザが固定や移動といった通信手段を利用シーンに応じて自由に選択して

いること、事業者による固定通信と移動通信をパッケージで提供する戦略が本格化している

ことを踏まえれば、ＦＴＴＨやＡＤＳＬ、ＣＡＴＶなどの固定系ブロードバンド及び移動系ブロード

バンドを大括りに捉えた検証が必要であると考えます。 

・また、ブロードバンド市場においては、都道府県ごとに極めて特色のある競争環境を呈し

ており、シェアにも大きなバラツキがあります。ブロードバンド市場の競争状況を正確に把握

するためには、こうした地理的特性を踏まえた上で、都道府県ごとの市場について把握・分

析を行うこと必要であると考えます。そのうえで、事業者が参入しているエリアだけでなく、参

入が進んでいないエリアについても、なぜ参入が進まないのか、各事業者の事業戦略や参

入意欲の問題まで含め多角的に分析すべきであると考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

■ 本検証においては、固定系ブロードバンドサービスのみならず、移

動系ブロードバンドサービスについても対象として検証を行ってい

る。 

ただし、固定・移動を一つの市場として捉えた検証を行うことにつ

いては、競争評価においても、将来的な検討の必要性は指摘しつ

つ、現在はサービス市場について固定・移動を区別した市場画定を

行っているところであり、現時点においては別の市場として捉えるこ

とが適当である。 

 

■ 都道府県ごとのブロードバンド市場の競争状況については、ＦＴＴ

Ｈ市場に関し、平成２３年度の競争評価において、都道府県別のデ

ータ等を可能な限り把握すべく調査を行っているところであり、本制

度に基づく検証においても、その結果を活用する予定である。 

 

■ 各事業者の事業戦略や参入意欲については、公正な競争環境が

確保されているか等の市場の状況にも影響を受け得るものである

ことから、本制度に基づく検証においては、まずは当該市場の状況

を客観的に検証することが適当である。 
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意見２－１１ ブロードバンド市場については、固定だけでなくモバイルも含めるともに、都道府

県ごとのブロードバンド市場の競争状況や、ブロードバンドを活用した様々な情報通信サー

ビスとプレイヤーの全体を見て、多角的に競争状況を分析・検証することが必要。ＣＡＴＶは、

ＦＴＴＨと切り分けて考える必要はない。 

考え方２－１１ 

■ ・情報通信市場においては、モバイル化、ブロードバンド化が大きく進展しており、ＷｉＭＡＸ

やＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォンの爆発的な普及拡大に伴い、モバイルにお

いても超高速ブロードバンド化が急速に進展しており、また、ＫＤＤＩ殿をはじめとして、モバイ

ルと固定ブロードバンドサービスのセットによる割引が展開されております。 

・このように、市場環境・競争環境は大きく変化し、固定市場とモバイル市場の垣根がなくな

ってきていることから、まずは、モバイルブロードバンドを含めたブロードバンド市場全体での

事業者シェアについて検証したうえで、固定・モバイル別や固定・モバイルそれぞれの中で

のサービス別などでの検証を行う等、多角的に検証すべきであると考えます。 

・なお、事業者は市場性のある地域に限定して参入していることが多いため、その場合、競

争の範囲は限定されることから、事業者間の競争状況の検証にあたっては、事業者毎に、

全国マクロでのサービスシェアを比較しても、競争の実態を適切に反映したものとはなりま

せん。 

このため、競争実態を的確に把握するためには、例えば、事業者毎に、参入している市

町村単位でサービスシェアを検証し、参入・競争が進んでいる、あるいは進んでいない要因

について、競争環境の整備という視点だけでなく、各事業者の事業戦略や参入意欲の問題

まで含め多角的に分析・検証していただく必要であると考えます。 

・また、そもそも、現在のブロードバンド市場は、前述の通り、固定とモバイルのブロードバ

ンド化だけでなく、プレイヤーの多様化等により、レイヤを跨った競争が進展しているため、

市場シェアや市場集中度については、電気通信事業者が提供するブロードバンドサービス

だけを取り上げて、ＦＴＴＨやＡＤＳＬ等のサービス別に評価するのではなく、こうしたブロード

バンドを活用した様々な情報通信サービスとプレイヤーの全体を見て、実質的に競争が制

限されているか等について分析・検証すべきと考えます。 

ＣＡＴＶも、地上デジタル放送の再送信への対応等のため、同軸、ＨＦＣからＦＴＴＢ等へ設

備構成を変化させていることから、光ファイバという物理媒体に着目する場合、ＦＴＴＨと切り

分けて考える必要はありません。なお、ＫＤＤＩ殿は、光サービスを自前設備及び当社の設備

利用で推進されるとともに、ＣＡＴＶ事業を展開しています。 

（ＮＴＴ東日本） 

■ モバイルブロードバンドを含めたブロードバンド市場全体での事業

者シェアについて検証を行うこと、地域ごとにサービスシェアを検証

すること、各事業者の事業戦略や参入意欲の問題まで含めて多角

的に分析・検証することについては、考え方２－１０のとおり。 

 

■ 様々な情報通信サービスとプレイヤーの全体を見て分析・評価す

べきとの御意見については、本制度は電気通信市場における公正

競争の確保等を通じてブロードバンドの普及を促進する観点から検

証を行うものであり、あくまでも電気通信事業者を対象として契約

数・市場シェア・市場集中度や料金について定点観測することが適

当である。 

 

■ 競争評価において、ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ及びＣＡＴＶインターネットをブ

ロードバンド市場として画定していることを踏まえ、「ブロードバンド

市場環境に関する検証」のうち、市場シェア及び市場集中度につい

ては、これらサービス全体を捉えた指標も併せて記載することとす

る。 

意見２－１２ 契約数については、「固定ブロードバンド市場全体としては拡大が懸念される」旨

の追記を行うべき。市場シェアや市場集中度については、NTT の独占化傾向や FTTH の高

い市場集中度を課題として明記すべき。また既存の項目に加え、「ＦＴＴＨの参入・提供事業

者数」を検証項目として追加すべき 

考え方２－１２ 
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■ 

（ア）    契約数 

「略、超高速ブロードバンドへの移行を伴う普及が進んでいる」と評価されていますが、

ＦＴＴＨ・ＡＤＳＬ・ＣＡＴＶをあわせた合計の契約数では、微増に留まっている状態です。本

項目の評価としては、この点をふまえ、「固定ブロードバンド市場全体としては拡大が懸念

される」旨の追記を行うべきと考えます。 

（イ）    市場シェア 

「ＮＴＴ東西のシェアが高い水準で推移」と評価されていますが、独占化傾向の懸念は従

来指摘されているところでもあり、課題もしくは懸念すべき状況として、明記すべきと考え

ます。 

（ウ）    市場集中度 

市場集中度においては、ＦＴＴＨサービスを主体としてみるべきであり、ＦＴＴＨの高い市

場集中度は、ＮＴＴ東西の独占化傾向と共に、課題もしくは懸念すべき状況として明記す

べきと考えます。 

 

なお、ブロードバンドの普及促進には、多様な事業者が新規参入することにより、公正な競

争環境のもとでのサービス競争促進が必要不可欠なため、「契約数」「市場シェア」「市場集中

度」に加えて、「ＦＴＴＨの参入・提供事業者数」を検証項目として追加すべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

■ 御指摘の契約数、市場シェア、市場集中度については、毎年度の

継続的なチェックとして位置付けられる本制度に基づく検証を通じて

その推移等を観測すべきであり、現時点において、懸念すべき等の

評価を行うことは適切ではない。 

 

■ 「ＦＴＴＨの参入・提供事業者数」を検証項目として追加すべきとの

御意見については、「ブロードバンド市場環境に関する検証」におい

て、「提供事業者数」の数値を記載することとする。 

 

 

（１）ブロードバンド普及状況に関する検証  ウ ブロードバンド利用環境に関する検証 

意   見 考 え 方 
意見２－１３ 禁止行為規制の「差別的取扱いの禁止」等について現状を分析・検証し、実態に

そぐわない不要な規制は見直しまたは撤廃していただきたい。また、ＩＳＰやコンテンツ・アプ

リケーションサービスの利用料、端末等の価格等、情報通信市場全体ををトータルで把握

し、その内訳等について分析・検証すべき。 

考え方２－１３ 

■ ・前述のとおり、情報通信市場においては、モバイル化、ブロードバンド化が大きく進展して

おり、ＷｉＭＡＸやＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォンの爆発的な普及拡大に伴い、

モバイルにおいても超高速ブロードバンド化が急速に進展しております。また、ＫＤＤＩ殿をは

じめとして、モバイルと固定ブロードバンドサービスのセットによる割引が展開されておりま

す。しかしながら、ＮＴＴ東西やＮＴＴドコモは、現在、禁止行為規制の適用対象となっている

ため、「差別的取扱いの禁止」の規制により、ある特定の電気通信事業者と提携して、柔軟

にサービスを展開することができず、利用者利便が損なわれている恐れがあることについて

分析・検証し、実態にそぐわない不要な規制は見直しまたは撤廃していただきたいと考えま

■ 禁止行為規制については、本制度の運用に関するガイドラインに

示しているとおり、２０１４年度の本制度に基づく検証に併せて実施

する包括的な検証の結果、仮に既存の市場構造や考え方を前提と

した競争ルールに制度的課題が生じていると認められるような場合

には、本制度により得られた知見等を活用しつつ、競争ルール全体

の枠組みの見直し等について検討を行うこととしている。 

この包括的な検証に当たっては、御指摘のような利用者利便等

を踏まえた分析を行うことが必要となることが考えられるが、この点
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す。 

■ ・また、ユーザはネットワークサービスだけでなく、ＩＳＰやコンテンツ・アプリケーションサー

ビスを含め、トータルでサービスを選択しており、更なる基盤利用率の向上を目指していくた

めには、電気通信事業者が提供するブロードバンドサービスだけを取り上げて、ＦＴＴＨやＡＤ

ＳＬ等のサービス別に評価するのではなく、ＩＳＰやコンテンツ・アプリケーションサービスの利

用料、端末等の価格等、情報通信市場全体を見て、ユーザが負担する金額をトータルで把

握し、その内訳等について分析・検証すべきと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

を念頭に置きつつ本制度の運用を行っていく予定である。 

 

■ 利用者料金に関し、情報通信市場全体に渡って検証すべきとの

点については、本制度の運用に関するガイドラインに示していると

おり、「関係主体の取組に関する検証」に当たり、ネットワーク・プラ

ットフォーム・端末の各レイヤー間の関係についても着目しつつ検

証を行うこととしているものであるが、本制度は電気通信市場にお

ける公正競争の確保等を通じてブロードバンドの普及を促進する観

点から検証を行うものであり、あくまでも電気通信事業者の提供す

るサービスに係る料金について定点観測することが適当である。 

意見２－１４ 「利用者料金」については、市場環境に与える影響の大きいキャンペーンやモバ

イルと固定のセット販売等の割引施策を含めた多角的な検証が必要。 

考え方２－１４ 

■ 「利用者料金」については、約款料金に留まらず、ＮＴＴ西日本殿「光ぐっと割引」のように、

割引対象となる都道府県を限定しつつも市場環境に与える影響が大きいキャンペーンや、

モバイル事業者が自社のモバイルサービスと自社グループ等の固定系サービスとセットで

提供することによる割引施策等を含めた多角的な検証が必要と考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

■ ブロードバンド利用環境に与える影響が大きい割引等についても

検証の対象とすることが適当であり、本検証結果（案）においては、

「光ぐっと割引」等の割引料金についても記載している。 

意見２－１５ 「利用者料金」の検証においては、移動体通信・コンテンツ・アプリケーション等の

サービスの料金までも対象とすべきであり、また、料金表についても直近の動向を反映した

検証を行っていただきたい。 

考え方２－１５ 

■ ・「利用者料金」の検証においては、光ファイバ接続料等の規制料金や固定電話・携帯電

話のＡＲＰＵ等の電気通信役務の料金のみを対象とせず、利用者がブロードバンドサービス

を介して利用する、移動体通信・コンテンツ・アプリケーション等のサービスの料金までも対

象とし、情報通信市場全体に渡って総合的な利用者利便の見地から検証すべきであると考

えます。 

■ ・なお、暫定検証結果案に記載の料金表は、平成２３年３月時点のものとなっていますが、

当社は平成２４年１月に低利用者のお客様にも使いやすい料金プランとしてフレッツ 光ライ

トを提供開始したところであり、同プラン発表後、他社も競合メニューを打ち出すなど、活発な

料金戦略が展開されているところであり、そうした直近の動向を反映した検証を行っていた

だきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

■ 利用者料金に関し、情報通信市場全体に渡って検証すべきとの

意見については、本制度の運用に関するガイドラインに示している

とおり、「関係主体の取組に関する検証」に当たり、ネットワーク・プ

ラットフォーム・端末の各レイヤー間の関係についても着目しつつ検

証を行うこととしているものであるが、本制度は電気通信市場にお

ける公正競争の確保等を通じてブロードバンドの普及を促進する観

点から検証を行うものであり、あくまでも電気通信事業者の提供す

るサービスに係る料金について定点観測することが適当である。 

 

■ 本検証結果（案）における利用者料金については、平成２２年度の

競争評価において整理したものを使用しているところであるが、御

指摘を踏まえ、その旨を記載することとする。 

 

■ なお、移動体データ通信サービスについては、平成２３年度の競

争評価において新たに分析・評価の対象として作業を進めていると
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ころであり、今後の本制度に基づく検証においては、当該作業の結

果を踏まえ、当該サービスに関する利用者料金も対象とする予定で

ある。 

意見２－１６ ＦＴＴＨについては、「事業者間競争による価格競争が不十分」、「利用者料金の

更なる低廉化が課題」と評価し追記すべき 

考え方２－１６ 

■ ＦＴＴＨについては、ＡＤＳＬで経験してきた新規参入事業者がプライスリーダとなるような価

格競争は起っておらず、ＡＤＳＬ並みの低廉化が図られていないことがニーズ拡大の鈍化に

つながっているものと理解しています。今後、ＰＳＴＮからＩＰへのマイグレーションを勘案して

も、利用者料金の低廉化の促進は必要不可欠と考えます。 

したがって、ＦＴＴＨについては、「事業者間競争による価格競争が不十分」、「利用者料金

の更なる低廉化が課題」と評価し追記すべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

■ ＦＴＴＨの利用者料金については、本検証結果（案）において示して

いるとおり、例えば集合住宅向けサービスの料金はＡＤＳＬの料金と

競争的な水準にあるといえること等を踏まえると、現時点において、

事業者間競争による価格競争が不十分である等の評価を行うこと

は適切ではない。 

 

（２）関係主体の取組に関する検証   

意   見 考 え 方 
意見２－１７ 単なるデータの羅列や表面的な評価ではなく、本質的な評価を行うとともに追加

的施策の提案までをプロセスに組み込むことが必要。また、NTT 東西殿によるマイグレーシ

ョンの取組、機能分離や業務規制緩和等についてもブロードバンド普及促進に与える影響

や追加的な措置の必要性という観点から、具体的に分析すべき。 

考え方２－１７ 

■ 本暫定検証結果（案）の内容は、関連法令等の改正や行政・事業者の取組が単に羅列さ

れるに留まっています。前述のとおり、客観的事実等に対する要因分析や課題の整理等、

本質的評価を導出可能なレベルまで分析を検証の深度を深め、検証結果に反映させるとと

もに、分析の結果、仮に各種取組に不足が見出される場合には、追加的施策の提案までを

プロセスに組み込むことが必要です。 

また、本暫定検証結果（案）で示された検証項目の内容に関連して、以下の点を追加的に

考慮頂くことを要望します。 

（１）NTT 東西殿によるマイグレーションの取組 

上記ガイドライン（案）への意見箇所で前述したとおり、ブロードバンド普及促進のた

めには、ボトルネック設備であるアクセス回線や PSTN を有する NTT 東西殿の取組、

特に「光の道」構想にとって不可欠なコア網及びアクセス回線の円滑且つ早期の移行

が重要です。その意味では、NTT 東西殿が、メタルアクセスについて「2020 年代初頭に

おいては、未だ 1,000 万回線から 2,000 万回線程度残ることが現時点では見込まれま

す」等の見解を表明したことについて何ら言及・評価がなされていないことは不適当で

■ 本制度は、「基本方針」及びブロードバンド答申を踏まえ、制度整

備の実施後３年を目途に行う包括的な検証に資するため、毎年度

の継続的なチェックを行う仕組みとして創設するものである。 

２０１４年度の本制度に基づく検証に併せて実施する包括的な検

証に当たっては、御指摘のような得られた客観的事実等に対する要

因等の分析を行うことが必要となることが考えられるが、この点を念

頭に置きつつ本制度の運用を行っていく予定である。 

 

■ ＰＳＴＮのマイグレーションの進ちょく状況については、必要に応

じ、「関係主体の取組に関する検証」において取り上げることが考え

られるが、情報通信審議会電気通信事業政策部会電話網移行円

滑化委員会において、必要なフォローアップが行われる予定であ

る。 
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あると考えます。これら直近の NTT 東西殿のマイグレーションの取組状況等に対して、

ブロードバンド普及促進に与える影響や追加的な措置の必要性という観点から、具体

的な分析を行うべきと考えます。 

（２）機能分離や業務規制緩和等 

NTT 東西殿の機能分離や業務範囲規制の緩和の結果について、それぞれ法令等

の改正や NTT グループの届出の事実等の列挙にとどまり、本件の実態及び結果分析

が一切なされていないことは不適当であると考えます。これら事象がブロードバンド普

及促進に与える影響や追加的な措置の必要性という観点から、具体的な分析を行うべ

きと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ ＮＴＴ東西の機能分離や業務範囲規制の緩和については、本制度

の運用に関するガイドラインに示しているとおり、「機能分離の運用

状況に関する検証」や、「日本電信電話株式会社等に係る公正競争

要件の検証」を行うこととしており、その中で検証を行っていくことが

想定される。 

 

（２）関係主体の取組に関する検証  イ 公正競争環境の整備に関する取組 

意   見 考 え 方 
意見２－１８ モバイルブロードバンドを含めたブロードバンド市場全体としての評価を行うべ

き。また、事業者間取引の調査は不要。 

考え方２－１８ 

■ ・前述のとおり、情報通信市場においては、モバイル化、ブロードバンド化が大きく進展して

おり、ＷｉＭＡＸやＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォンの爆発的な普及拡大に伴い、

モバイルにおいても超高速ブロードバンド化が急速に進展しており、また、ＫＤＤＩ殿をはじめ

として、モバイルと固定ブロードバンドサービスのセットによる割引が展開されております。 

・このように、市場環境・競争環境は大きく変化し、固定市場とモバイル市場の垣根がなくな

ってきていることから、ＦＴＴＨ市場に限定して各種検証を行うのではなく、モバイルブロード

バンドを含めたブロードバンド市場全体としての評価を行うべきであると考えます。 

・なお、「戦略的評価として、ＦＴＴＨ市場における事業者間取引の調査を行っている」とあり

ますが、当社の光ファイバの場合、線路敷設基盤がオープン化され、光ファイバ接続料も低

廉化されていることで、事業者がＦＴＴＨを利用しやすい環境は整っていることから、事業者

間取引の調査は不要と考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

■ 本検証においては、ＦＴＴＨのみならず、他の固定系ブロードバンド

サービスや、移動系ブロードバンドサービスについても対象として検

証を行っている。 

ただし、固定・移動を一つの市場として捉えた検証を行うことにつ

いては、競争評価においても、将来的な検討の必要性は指摘しつ

つ、現在はサービス市場について固定・移動を区別した市場画定を

行っているところであり、現時点においては別の市場として捉えるこ

とが適当である。 

 

■ 事業者間取引については、平成２３年度の競争評価において、事

業者間取引自体を市場として捉えるのではなく、小売市場としてのＦ

ＴＴＨ市場の分析に当たっての勘案要素として実施することとしてい

るものであるが、当該取引の状況は、本検証の趣旨に照らして重要

と考えられるため、現時点で取りまとめたＮＴＴ東西による加入光フ

ァイバ回線の貸出回線数（相互接続）の状況について、本検証結果

に記載することとする。 

意見２－１９ 分岐単位接続料は、普及状況の進展度合いに応じて再検討可能となるよう選択

肢として残すべき。ワイヤレスブロードバンドについて、速やかな周波数割当て、周波数のイ

コールフッティングの確保の観点からの検証が必要。競争評価も見直しを行うべき。 

考え方２－１９ 
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■ （ウ）平成２３年度以降の加入光ファイバ接続料の見直し 

接続委員会の分岐単位接続料の検討では、結果として「配線区画の拡大」と競争事業

者が参入していないＧＣ局への「エントリーメニュー」の導入に留まる見込みです。 

しかしながら、以下の観点からは、地域的要素に係らずＦＴＴＨ市場における競争環境

は促進されていないと考えます。 

・ 都市部においても、未だ超高速ブロードバンドサービスの基盤利用率は低い水準に

あること。【東京都：５４．６％、大阪府：５１．６％（平成２２年度末）】（※１） 

・ ＦＴＴＨの市場シェアはＮＴＴ東西殿の独占傾向にあること。【ＮＴＴ東西殿：７４．５％(平

成２３年９月末)】（※２） 

・ 固定ブロードバンド市場全体の伸びは鈍化していること【固定ブロードバンド(ＦＴＴＨ＋

ＤＳＬ＋ＣＡＴＶ)純増数、平成２２年度：１２４．２万契約】（※２） 

ブロードバンド普及状況に関する検証の中では、ＦＴＴＨについては、接続料メニュー１

つ１つについてマッチアップさせ評価することが必要と考えます。検証結果から、効果が不

十分であると明らかになった場合は、速やかに更なる方策について検討を行うべきと考え

ます。したがって、都市部も含めた複数事業者の参入を促進させるために有効性の高い

分岐単位接続料は、普及状況の進展度合いに応じて再検討可能となるよう選択肢として

残すべきと考えます。 

（※１）ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証（案） 

（※２）電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成２３年度

第２四半期（９月末）） 

 

（オ）ワイヤレスブロードバンドに関する取組 

取組内容として、９００ＭＨｚ帯等３．９世代向け移動通信システム向け周波数の割当て

と周波数オークション制度の導入が挙げられていますが、ワイヤレスブロードバンドの早

期普及を目指すための鍵として、以下の２つの観点での検証が必要と考えます。 

・ 速やかな周波数割当て 

昨今のトラヒック需要の拡大、ＬＴＥに代表される３．９世代の高速化に向けては、新

たな周波数帯の活用が喫緊の課題となっているため、普及の停滞を招くことがないよう

速やかな周波数割当てが必要 

・ 周波数のイコールフッティングの確保 

同様に高速化が進むワイヤレスブロードバンドでは、周波数が競争力の源泉となる

ため、当社のような新興事業者にとっては大手３社と同等な競争環境の確保が最低限

必要 

また、ＳＩＭロック解除についても、多様な通信機器・デバイスの拡大、今後通信方式の

共通化が見込まれることから、重点要素として推進すべきと考えます。 

 

■ 加入光ファイバの分岐単位接続料設定の適否については、ブロー

ドバンド普及促進の観点から検討を行い、光配線区画の拡大とそ

の補完的措置としてのエントリーメニューの早期導入が適当との本

年３月２９日付け情報通信行政・郵政行政審議会答申を踏まえ、同

日の平成２４年度一芯単位接続料に係る乖離額補正認可の際にこ

れらを条件として付したところである。 

なお、加入光ファイバについては、今後も「第一種指定電気通信

設備に関する検証」の中で、指定要件等に関して検証を行うことが

想定される。 

 

■ ワイヤレスブロードバンドに関する取組や、競争評価の取組につ

いては、今後も「関係主体の取組に関する検証」の中で取り上げて

いくことを想定しているが、御意見については、今後の参考とさせて

いただきたい。 
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（キ）競争評価の見直し 

競争評価については、引き続き政策方針策定のための重要なツールであると認識して

います。 

特に、ブロードバンド普及促進の観点では、固定分野に対しては市場の検証を通じた光

ファイバ接続料の評価、モバイルに対しては、周波数のイコールフッティングの観点を交え

た競争評価を行っていただくよう要望します。 

（イー・アクセス） 

 

（２）関係主体の取組に関する検証  ウ ＩＣＴ利活用の促進に関する取組 

意   見 考 え 方 
意見２－２０ 関係主体の取組については、端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイ

ダ、ＩＳＰ等がそれぞれどのような役割を果たし利活用促進に貢献したのかについて検証を

行うことが必要。 

考え方２－２０ 

■ ・関係主体の取組みに関する検証にあたっては、通信事業者だけや政府による取組みの

みを取り上げるのではなく、端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、ＩＳＰ等がそ

れぞれどのような役割を果たし利活用促進に貢献したのかについて検証を行う必要がある

と考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

■ 考え方２－２のとおり。 

意見２－２１ 公共分野をはじめとする全ての分野において、利便性の向上やＩＣＴ利活用の進

展について、定量的な目標を定め、その目標に対する達成率を測るとともに、それらがどの

ように進展したか包括的に分析・検証することが必要。 

考え方２－２１ 

■ ・ブロードバンドを普及促進していくためには、通信事業者だけでなく、政府、アプリケーショ

ン・コンテンツプロバイダ、ＩＳＰ、端末メーカといったプレイヤーが各々の役割を果たし、ＩＣＴ

利活用促進に貢献していくことが重要であり、とりわけ諸外国と比べ遅れていると言われて

いる、医療・教育・行政等の公共の分野での利活用促進が重要であると考えます。 

・なお、本暫定検証結果（案）において、公共分野における政府によるＩＣＴ利活用促進につ

いての取り組みが記載されておりますが、いずれも対象を限定した取組みであるなど、部分

的な施策に過ぎません。 

また、こうした政府の取り組みを列挙するような定性的な検証を行っても、これによってど

れだけブロードバンドの普及促進が図れているのか否かの成果がわからないことから、公共

分野をはじめとする全ての分野において、お客様の利便性の向上やＩＣＴ利活用の進展につ

いて、定量的な目標を定め、その目標に対する達成率を測るとともに、それらがどのように

進展したか包括的に分析・検証する必要があると考えます。 

■ 利活用の取組については、御指摘のとおり、ブロードバンドの普及

促進のために重要であることから、本検証においては、医療・教育・

行政等の分野におけるＩＣＴ利活用の促進に関する取組について整

理している。 

ただし、ＩＣＴ利活用の促進に関する取組を含む関係主体の取組

に関する検証については、あくまでもブロードバンド基盤の整備率

及び利用率への影響という観点を重視しつつ、本制度の趣旨に照

らして重要と考えられるものについて整理を行うことが適当である。 
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（ＮＴＴ東日本） 

意見２－２２ ＩＣＴ利活用の阻害要因の究明を行った上で、必要に応じて取り除くといった措置

が求められる。また、ＩＣＴ利活用を阻む制度・規制に対する見直し状況について検証・評価

を行うべき。 

考え方２－２２ 

■ 現状、超高速ブロードバンドサービスにおける「基盤整備率」が９割を超える中で、同サー

ビスの「基盤利用率」が４割程度に留まっていることから、「ＩＣＴ利活用の促進」を実行する上

で、何らかの阻害要因が生じているものと懸念いたします。ブロードバンド普及促進に向け

ては「ＩＣＴ利活用の促進」が急務であることから、阻害要因の究明を行った上で、必要に応じ

て取り除くといった措置が求められます。 

今回の「公正競争レビュー制度に基づく暫定検証結果」にある、医療・教育・行政といった

関係主体の取組状況についての評価は重要ではありますが、既に、「ＩＣＴ利活用の促進」に

向けては、「ＩＣＴ利活用を阻む制度・規制の見直しが必要」とされていることから、まずは、ＩＣ

Ｔ利活用を阻む制度・規制に対する見直し状況について検証・評価を行うべきと考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

■ ＩＣＴ利活用を阻む規制・制度の見直しについては、本検証結果

（案）に示しているとおり、平成２３年８月、高度情報通信ネットワー

ク社会推進戦略本部において、計３６項目について各府省の今後

の取組を明確化した情報通信技術利活用のための規制・制度改革

の対処方針を決定しており、今後、同本部においてフォローアップ

が行われる予定である。 

「関係主体の取組に関する検証」においては、このような取組に

ついても把握・整理していくことを想定している。 

意見２－２３ 行政・医療・教育等におけるサービスが普及するよう、具体的施策の早急な進展

を期待。 

考え方２－２３ 

■ ブロードバンドサービスの更なる普及促進のためには、行政・医療・教育等の生活に密着

したサービスの推進が必要であり、今般の検証（案）において取組の進展状況について検証

がなされた事は、大変評価に値するものであると考えます。行政・医療・教育等におけるサ

ービスが普及するよう、具体的施策の早急な進展を期待いたします。 

（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） 

■ 基本的に本検証結果（案）に賛同の御意見として承る。 

 


